
社会福祉法人宮城緑風会定款細則 

 

 第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、社会福祉法人宮城緑風会（以下「法人」という。）定款（以下「定款」と

いう。）第４５条の規定により、法人の運営管理及び業務の細部について、必要な事項を定め

るものとする。 

 

 第２章 評議員選任・解任委員会 

 

（細則） 

第２条 定款第６条に規定する評議員選任・解任委員会の運営については、別に定める評議員選

任・解任委員会運営細則による。 

 

 第３章 評議員会 

 

（評議員会の権限） 

第３条 評議員会が決議又は承認する事項は次のとおりとする。 

（１） 事業計画及び収支予算 

（２） 計算書類（貸借対照表及び収支計算書）及び財産目録の承認 

（３） 定款の変更 

（４） 基本財産の処分 

（５） 理事及び監事の選任又は解任 

（６） 理事及び監事の報酬等の額 

（７） 理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準 

（８） 残余財産の処分 

（９） 社会福祉充実計画の承認 

（１０）その他評議員会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項 

 

（評議員会の招集） 

第４条 評議員会を招集する場合には、理事会の決議によって次に掲げる事項を定めなければ

ならない。 

（１） 評議員会の日時及び場所 

（２） 評議員会の目的である事項 

（３） 評議員会の議案の概要（議案が確定していない場合にあっては、その旨。） 



２ 会長は、評議員会を開催するときは、理事会の決定を受けて、書面をもって招集日の７日

前までに各評議員等に通知するものとする。 

３ 前項の書面には、提出議案書を添付するものとする。 

４ 第２項にかかわらず、評議員の全員の同意を得て、招集の手続きを省略して評議員会を開

催することができる。 

 

 （役員等の出席） 

第５条 会長及び常務理事等その他の理事並びに監事は、評議員会に出席するものとし、欠席

する場合にはあらかじめ招集者に対してその旨を通知しなければならない。 

２ 議長は、必要があるときは、職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明

させることができる。 

 

（理事等の報告・説明） 

第６条 議長は、出席している理事又は監事に対して議題に関する事項の報告又は議案の説明

を求めるものとする。 

２ 法令に基づき評議員より提出された議案については、議長は、議案を提出した評議員にそ

の説明を求め、理事又は監事に当該説明に対する意見を求めるものとする。 

 

（決議） 

第７条 評議員会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わること

ができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 

２ 評議員会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとし、議長が評議員全

員に異議ないと認める場合には、その旨を確認した上で決議があったものとすることができ

る。 

３ 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することがで

きる。 

４ 次の決議は、議決に加わることができる評議員の３分の２以上に当たる多数をもって行わ

なければならない。 

（１） 理事・監事の解任 

（２） 定款の変更 

（３） 役員の責任の一部免除 

（４） 法人の解散 

（５） 法人の合併契約（吸収合併・新設合併） 

 

（議事録） 

第８条 議長及び評議員会において選任した評議員２名は、評議員会終了後、速やかに議事録



を作成するものとする。 

２ 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等を書面に記載して作成す

る。 

３ 議長は、議事録の正確を期すため適当と認める職員に評議員会の議事の経過及び結果を記

録させることができる。 

４ 議事録は、提出議案書及び報告案件書を添付して、当該評議員会の日から１０年間法人の

事務所に備え置かなければならない。 

 

（欠席評議員への報告） 

第９条 会長は、評議員会に欠席した評議員に対して議事の概要及び議決の結果を記録した書

面を評議員会終了後１４日以内に送付するものとする。 

 

 第４章 理事会 

 

（議決事項） 

第１０条 理事会で決議又は承認すべき法人の業務は次のとおりとする。 

（１） 事業計画・予算 

（２） 予算外の新たな義務負担又は権利の放棄 

（３） 事業報告・決算 

（４） 社会福祉施設の許認可関係 

（５） 施設長の任免、その他重要な人事 

（６） 基本財産の処分、担保提供等 

（７） 評議員選任・解任委員会委員の選任 

（８） 評議員選任・解任委員会に対する評議員候補者の推薦及び解任の提案 

（９） 評議員会の招集 

（１０）苦情処理第三者委員選任の同意 

（１１）金銭の借入 

（１２）法人の運営に関する規程の制定及び変更 

（１３）施設用財産に関する契約（２５０万円以上の工事又は製造の請負契約、１６０万円以上

の物品買入れに係る契約及び１００万円以上の役務の提供・業務の委託に係る契約）、そ

の他重要な契約 

（１４）寄付金の募集に関する事項 

（１５）新たな事業の経営又は受託 

（１６）理事が行う競業及び利益相反取引となる行為の承認 

（１７）その他、法人の業務に関する重要事項 

 



（理事の招集） 

第１１条 会長は、理事会を開催するときは、書面をもって招集日の７日前までに各理事及び監

事に通知するものとする。 

２ 前項の書面には、提出議案書及び報告案件書を添付するものとする。 

３ 第１項にかかわらず、理事及び監事の全員の同意を得て、招集の手続きを省略して理事会を

開催することができる。 

 

（出席者） 

第１２条 理事会は、理事及び監事が出席して開催する。 

２ 議長は、必要があるときは職員等関係者の出席を求め、提出議案の内容等について説明させ

ることができる。 

３ 理事及び監事は、理事会を欠席する場合には、あらかじめ招集者に対してその旨を通知しな

ければならない。 

 

（決議） 

第１３条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることが

できる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。 

２ 理事会における決議の方法は、挙手その他の方法により行うものとし、議長が理事全員に異

議ないと認める場合には、その旨を確認した上で決議があったものとすることができる。 

３ 議長は、次項に掲げる決議を除き、その議決権を可否同数の場合にのみ行使することができ

る。 

４ 次の決議は、議決に加わることができる理事総数の３分の２以上に当たる多数をもって行わ

なければならない。 

（１） 基本財産の処分 

（２） 事業計画及び収支予算 

（３） 新たな義務の負担又は権利の放棄 

（４） 公益事業・収益事業に関する重要な事項 

 

（報告事項） 

第１４条 理事会へ報告すべき法人の業務は次のとおりとする。 

（１） 監事の監査報告 

（２） 監督官庁が実施した検査又は調査の結果（改善指示がある場合は、その改善状況） 

（３） 定款第２５条の規定により会長が専決した事項 

（４） その他、役員から報告を求められた事項 

２ 理事、監事が理事、監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事

項を理事会に報告することを要しない。ただし、業務の執行の状況に関する会長及び常務理事



の報告は省略することができない。 

 

（議事録） 

第１５条 議長並びに会議に出席した会長及び監事は、理事会終了後、速やかに議事録を作成

するものとする。 

２ 議事録は、開催日時及び場所、議事の経過の要領及びその結果等を書面に記載して作成す

る。 

３ 議長は、議事録の正確を期すため適当と認める職員に理事会の議事の経過及び結果を記録

させることができる。 

４ 議事録には、議長並びに会議に出席した会長及び監事が署名又は記名押印しなければなら

ない。 

５ 理事会に会長が欠席した場合には、出席した理事と監事の全員が議事録に署名又は記名押

印する。 

６ 議事録は、提出議案書及び報告案件書を添付して、当該理事会の日から１０年間法人の事

務所に備え置かなければならない。 

 

（欠席理事への報告） 

第１６条 会長は、理事会に欠席した理事に対して議事の概要及び議決の結果を記録した書面

を理事会終了後１４日以内に送付するものとする。 

 

 第５章 監事 

 

（監査の実施） 

第１７条 定款第１９条に規定する監事の決算監査は、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び

収支計算書作成後、速やかに実施するものとする。 

２ 監事は、前項の監査のほか必要と認めるときは、法人の運営及び事業の実施状況等について、

随時必要な時期に監査を実施することができる。 

３ 監事は、監査終了後、監査報告書を作成し、会長に提出するものとする。 

 

（監査報告書） 

第１８条 監事は、監査終了後、監査報告書を作成し、署名押印の上、会長に提出するものとす

る。 

 

（理事会への出席） 

第１９条 監事は、理事会並びに評議員会に出席するものとし、必要があると認めるときは、意

見を述べなければならない。 



 

 第６章 役員等の選任 

 

（役員選任手続き） 

第２０条 会長は、役員の任期満了となる定時評議員会の直前の理事会までに、次期役員とな

るべき候補者を選考し、理事会に提案するものとする。 

２ 理事会は、役員の選任について、評議員会の議案として決定する。 

３ 会長は、次期役員となるべき者が法令等で定める欠格事項に該当していないかを確認する

ため、事前に履歴書等を徴するものとする。 

４ 次期役員となるべき候補者は、会長が第１項の規定により理事会に提案するまでに、就任

承諾書を会長あてに提出しなければならない。 

５ 会長は、評議員会の選任決議を得た上で、選任された役員に対し委嘱状を交付するものと

する。 

 

（評議員選任手続き） 

第２１条 会長は、評議員の任期満了となる定時評議員会の前の理事会までに、次期評議員と

なるべき候補者を選考し、理事会に提案するものとする。 

２ 理事会は、次期評議員となるべき候補者を選考し、理事会に提案するものとする。 

３ 会長は、次期評議員となるべき者が法令等で定める欠格事項に該当していないかを確認す

るため、事前に履歴書等を徴するものとする。 

４ 次期評議員となるべき候補者は、会長が第１項の規定により理事会に提案するまでに、就

任承諾書を会長あてに提出しなければならない。 

５ 会長は、評議員選任・解任委員会で選任された評議員に対し、委嘱状を交付するものとす

る。 

 

（中途退任） 

第２２条 役員及び評議員は、やむを得ない事由により任期の中途で退任しようとするときは、

あらかじめ会長に書面で届け出るものとする。 

 

（欠員の補充） 

第２３条 役員及び評議員の欠員補充については、役員の場合は第２０条の規定を、評議員の

場合は第２１条の規定を準用する。 

 

（名簿） 

第２４条 会長は、役員及び評議員選任後、速やかにそれぞれの名簿を作成し、これを保存し

ておかなければならない。 



 

 第７章 事務の専決その他 

 

（事務の専決） 

第２５条 定款第２５条に規定する日常の業務として理事会が定める会長が専決することので

きる事項は、別表のとおりとする。 

２ 施設長が専決することのできる事項は、それぞれの運営規程に定めるものとする。 

 

（専決の報告） 

第２６条 会長又は施設長が専決を行った事項のうち、その内容が重要であると認められる事

項については、速やかに文書又は口頭により理事会に報告しなければならない。 

 

（法人の事務） 

第２７条 定款第２３条第４項の規定により、法人の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に事務局長を置く。その他事務局次長ほか必要な職員を置くことができる。 

３ 事務局の職員は、会長が任命する。 

４ 事務局長は、会長及び常務理事の命を受けて、事務局職員を統括し、この法人の事務を処

理する。事務局次長は、局長を補佐し、局長に事故あるときはその職務を代理して処理する。 

５ 事務局の処理する事務は次のとおりとする。 

（１） 理事会、評議員会及び評議員選任・解任委員会に関すること 

（２） 法人の事業計画、予算に関すること 

（３） 法人の事業報告、決算及び社会福祉充実計画に関すること 

（４） その他、この法人の業務に関する事務及び設置経営する施設に共通する事務 

 

（変更等） 

第２８条 この細則を変更しようとするときは、理事会の議決を得なければならない。 

 

 

 附 則 

１ この細則は、平成２６年４月１日から施行する。 

２ 社会福祉法人宮城緑風会会長の専決に関する規程（平成１０年５月２９日制定）は、廃止

する。 

 

 附 則 

 この細則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 



別表 

 

会長専決事項 

 

１ 施設長の任免を除く施設職員及び法人事務局職員の任免 

２ 職員の昇給・昇格に関すること 

３ 職員の日常の労務管理、福利厚生に関すること 

４ 役員及び施設長の旅行命令及び復命に関すること 

５ 債権の免除・効力の変更のうち、当該処分が法人に有利であると認められるもの、その他

やむを得ない特別の理由があると認められるもの（法人運営に重大な影響があるものを除く） 

６ 設備資金の借入に係る契約であって予算の範囲内のもの 

７ 工事の請負については２５０万円未満の契約、食料品・物品等の買入については１６０万

円未満の契約及びその他役務の提供・業務の委託等に係るものについては１００万円未満の

契約を締結すること 

８ 基本財産以外の固定資産の取得及び改良等のための支出で予算計上されていない１件１６

０万円未満のもの 

９ その他財産（土地、建物及び補助事業により取得した設備を除く）のうち、損傷その他の

理由により、不要となった物品又は修理を加えても使用に耐えないと認められる取得価格が

１件５００万円未満のものの処分に関するもの 

１０ 予算上の予備費の支出 

１１ 寄付金の受け入れに関する決定（寄附金の募集に関する事項及び法人運営に重大な影響

があるものを除く） 

１２ 施設長の服務に関する諸願いの許可又は承認に関すること 

１３ 各種証明書の交付に関すること 

１４ 行政官庁からの照会に関すること（定例又は軽易な事項は除く） 

１５ 入所者・利用者の日常の処遇に関すること 

１６ 入所者の預り金の日常の管理に関すること 

 


